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１．はじめに 

 

地方自治体においては，土木工事をはじめとする発注

事務を行っている職員数は，退職者数の増加，新規採用

者数の抑制により，減少が続いている1）．また，近年の

地方自治体の財政難により，職員の大幅な補充は見込め

ないと思われる． 

しかしながら，多様な行政ニーズへの対応，地域基盤

の整備・管理，適切な公共事業の執行等にあたっては，

執行・運営体制を確保することは不可欠である． 
現在，公共工事においては，発注者の体制を補完する

方策として，様々な取組みがなされている． 

その取組みとして，発注者支援業務による監督補助や

ＣＭ方式による監督業務の一部を補完するマネジメント

技術の活用がある． 
発注者支援業務では，個々の工事に対して，監督職員

との協議に基づき，主に設計図書等に基づく請負者に対

する通知・確認，協議に必要な資料作成，契約担当官等

への報告に必要な資料作成等が行われている． 
また，ＣＭ方式とは，発注者・受注者の双方が行って

きた様々なマネジメント（発注計画，契約管理，施工監

理，品質管理等）の一部を，これまでの発注方式とは別

な方式で，別の主体に行なわせる方式である２）． 

国土交通省直轄事業においては，発注者支援業務が広

く活用されており，ＣＭ方式の活用についても今後普及

拡大していくこととなっている． 

近年，地方自治体においても，発注者の体制補完を目

的として，ＣＭ方式等，様々な取り組みがなされてきて

いるが，その適用件数は限定的である． 

本研究では，地方自治体における今後の事業執行体制

に関して，体制補完の必要性の検証を行うとともに，そ

の体制補完の一方策として，ＣＭ方式の適用可能性につ

いての検討をおこなった． 
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２．地方自治体における体制補完の必要性について 

 

地方自治体における体制補完の必要性を把握する目

的で，発注実績の分析，ヒアリング調査を実施し，自治

体の事業執行体制について整理を行った． 
 

（１） 発注実績の分析からの必要性の把握 

ここでは，CORINSデータを用い，都道府県，政令

市，市町村の工事発注の実態及び工種シェアの実態につ

いて分析を行った．なお，市町村を一括り扱うには人口

規模の違いが大きすぎるため，中核市を軸として20万
人単位で分割し，整理した． 
各団体における発注件数が多い上位10工種の全体発

注件数に占める割合と平均発注金額を図－１に示す． 
概ねどの団体も「水路・管路工事」「アスファルト

舗装工事」「土工事」が上位を占めている． 
次に，発注件数が多い上位5工種の自治体人口規模と

発注金額の関係について見ると，いずれの工種において

も自治体人口規模と発注金額の間に相関は見られない結

果となった．つまり，人口規模の小さい自治体において

も，金額の大きい工事が発注されている実態が把握され

た． 
参考に発注件数が も多かった水路・管路工事につ

いて示す（図－２参照）． 

 
（２） ヒアリング調査による必要性の把握 

発注実績の分析にて把握できない事業執行体制上の

課題および体制補完の必要性を把握するために，ヒアリ

ング調査を実施した． 
調査対象は，市町村の支援を実施している建設技術

センターに対して地方自治体への支援状況についてヒア

リングを行うとともに，自治体についてもその執行体制

に関するヒアリングを実施した．      

 
 
 
 
 
 



 

a） 調査対象・調査方法 

調査対象は，工事の監督・検査をはじめとする市町

村支援を実施している２つの建設技術センターを選定し

た．また，自治体は，人口規模による特性の違いについ

ても把握するために，人口３５万人程度，人口４万５千

人程度，人口８千人程度と人口規模の異なる３つの自治

体に対して行った． 

 

 
調査にあたっては，調査項目を事前にアンケートと

して配布し，その上で，現地ヒアリングにおいて，アン 
ケート回答内容の確認および，追加質問を行った． 
調査により明らかになった自治体の事業執行体制の

課題とその要因及び，現在の対処方法について整理した

内容を表－１に示す． 

 
 

水路・管路工事
（H20竣工　都道府県・政令市・市町村）
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図－２ 人口規模別工事発注実態 

発注工事の工種シェア
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図－１ 自治体における発注工事の実態 



b） 調査結果（センターの支援業務の種類について） 

建設技術センターへのヒアリングによると，都道府

県，市町村ともに積算支援業務や施工監理に対するニー

ズが高く，積算支援業務においては数量総括表まで作成

している場合もあるとのことである．自治体の経験の少

ない工種について支援を行うことが多く，積算支援業務

においては，橋梁や下水道についての支援，施工監理に

おいては，橋梁やボックスカルバートなどの構造物や下

水道，建築等においての段階確認，中間検査や竣工検査

などが多いとのことである． 
その他，橋梁の架設工程資料の作成および，橋梁工

事の債務設定等の予算要求資料の作成補助や，研修，総

合評価方式の入札に関する要項・要領の作成支援，入札

の参加条件の整理，工法や設計内容の確認，補助申請の

手続き内容等，支援内容は多岐に亘っている．建築では，

公営住宅のリニューアルにおいて塗装塗り替え，メンテ

ナンス方法，発注方法などの相談が多いとのことである．

また，施工者の選定から施工監理までを包括的に受注し

た業務もあるとのことである． 

積算支援を受けている自治体によると，上級官庁と

のヒアリングにおいて，コンサルタント成果の内容の説

明を出来なかったり，違算ではないかとの指摘を受ける

ことがあり，コンサルタントの成果をチェックする技術

力を補完するために，支援業務を委託したとの理由が聞

かれた． 

 
c） 調査結果（自治体の事業執行体制について） 

建設技術センターへのヒアリングによると，市町村

の規模が大きくなれば財政課等，事務系職員が担当する

部署があるが，小さい規模の市町村であれば，一つの部

署で全て（事務系の仕事・技術系の仕事）を行っており，

コンサル業務・工事ともに，成果のチェックまで手がま

わっていない状況を推察する声が聞かれた．  
また，技術系職員がいない市町村も存在しており，

技術的な支援が必要ではないか等，体制補完に対する潜

在的ニーズはあるとの声も聞かれた． 
技術系職員がいる自治体においても，工事の品質等

に危機感を抱いている技術系職員が多く，自治体によっ

表－１ 自治体の事業執行体制の課題と要因 
経験不足の業務を含め、設計・積算・測量・監督員の各種業務
不測の修繕等の緊急時における応急措置、対処方法
基準や法令の理解・確認・判断
コンサルタント成果のチェック
工事の品質管理、工程管理、設計・工法の検討、住民対応、現場代理人対応
協議資料の作成
県との交渉
コスト縮減・市民ニーズへの対応を含めた総合的なマネジメント
判断力の欠如
対応できる工事量の制限
設計・施工管理・維持管理
必要な打合せや立会の不足
段階確認等が十分出来ない
住民の苦情・要望への対応
技術職としての採用が無い
経験者の不足
人事異動に伴う経験者の流出
アンバランスな年齢構成（技術力の継承が困難）
技術系経験職員の人事異動に対する補充が事務系職員になってしまう割合が高い
財政面から、技術職・事務職ともに、職員数が減少している
定年を迎える職員に比して採用が少なくなっている
市町村合併後の適正化による職員数の減少
技術者数が不足し、一現場にかけられる時間が極端に減少し、技術力不足につながっている
前任者やOB、他部署の経験者への相談
庁内経験者の横断的集結
「技術力の養成及び継承」の必要性について、人事課等担当部局へ要望
再任用職員の採用
設計や現場対応について、県への相談
OJTでの技術継承
各種講習会への参加により、新技術の吸収
大手ゼネコンのバックアップ
「職員の増員」の必要性について、人事課等担当部局へ要望
設計や変更契約業務の簡素化
設計・積算システムの使用
工事に関する業務を事務系職員が行う
臨時職員の採用
土日返上での対応
予算の範囲内での外部への業務委託及びアドバイスの享受
技術系経験職員が配置されている各課との連携
管理職も含め、積算業務等の実施
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ては入札契約制度の改革に問題意識を持っているとのこ

とである． 
また，自治体によっては，事業量に応じた柔軟な体

制ができず，多様化する業務の事務処理に追われている． 

また，住民対応などもあり，十分に現場に行くこともで

きていない状況もあるとのことである． 
小さい市町村では，技術職として採用した場合，同

じ部署に長年留まる様な人事の硬直化を回避するため，

技術職を採用していない場合が多い．また，技術者の採

用があっても，工事内容・特性に応じた 適な技術者が

担当しているとは限らないとのことである． 
自治体へのヒアリングにおいても，事務職と技術職

で区別しておらず，技術系の学校を卒業していても事務

職員として採用しているところや，区別がある場合でも

事務職員が簡単な土木工事の積算を行っていることがあ

るといった指摘が見られた． 
年齢構成については，50 代以上が約半数を占める一

方，30 歳以下はわずかというアンバランスな年齢構成

であることもわかった． 

 
d） 調査結果（職員の技術力について） 

技術力の観点から支援の必要性を感じる場面として，

建設技術センターからは，河川協議等の関係機関協議，

コンサルタントや建設業者への指示や対応，橋梁維持修

繕計画の作成時などが，自治体からは，コンサル成果の

チェック，橋梁を含む構造物の各種計算，設計，積算，

測量，監督職員の各種業務，工事監理，緊急時における

応急措置及び対処方法，基準や法令の理解・確認・判断，

県との交渉，地元住民の苦情対応などがあげられた． 

これらの原因としては，技術職としての採用が無い

事や，人事異動による技術系経験者の流出，大量退職に

対する職員の補充不足による人材育成の停滞などがあげ

られている． 

これらの体制不足へは，建設技術センターからの支

援や，県からの助言，コンサルタントの活用，各種講習

会への参加による技術の習得，経験者の横断的結集など

により対応しているが，協議の遅延や過小積算，工事の

ストップなど各種事業執行の停滞を招いているようであ

る．また，技術力向上のための講習会への参加は，財政

上の問題や，時間的な問題から十分できていない現状が

把握された． 

 

e） 調査結果（技術系職員数について） 

技術職員数不足の観点から支援の必要性を感じる場

面として，建設技術センターからは，業務打合せ時や，

工事間調整業務・地権者対応時などが，自治体からは，

設計図書作成等の発注時や，監督業務，住民対応時など

があげられた． 

職員数不足の原因としては，団塊世代の大量退職，

財政難による人員削減や業務委託発注件数の減少，地元

業者への受注機会確保のための分割発注による発注件数

の増大，市民感覚の変化による要望・苦情の増加などが

あげられた． 

これらの体制不足へは，建設技術センターやコンサ

ルタントへの業務委託や，設計積算システムの導入，管

理職も含めた職員総出での業務の実施，土日祝日の返上

での業務の実施などにより対応しているが，現場に行く

時間がとれないことによる工事のストップや必要な打合

せ不足，打合せ・立会不足が招く更なる市民の苦情の発

生など，体制補完が十分に出来ていないようである．ま

た，人事担当部局へ職員の増員要望も行っているが，財

政上の理由から，増員は困難な状況のようである． 

 

f） 調査結果（体制補完へのニーズ及びその課題につ

いて） 

地方自治体においては，前項までの事業執行体制上

の課題に対し，体制補完のための発注者支援業務やＣＭ

方式の有効性は認識していることがわかった． 

しかしながら，ＣＭ方式等の導入による職員の不要

論の発生や能力低下を危惧する意見や，費用対効果や優

位性が不明確であること，予算確保と議会への説明が困

難などの意見があった． 

 

（３） まとめと考察 

地方自治体における職員数は，退職者数の増加や，

新規採用職員数の抑制により年々減少傾向にあり，年齢

構成も中高年齢層が多くアンバランスな構成となってい

る． 

地方自治体の退職者数は，20年前と比較すると，全

地方自治体では約1.5倍，市（政令市含む）では，約2倍
となっている１）．一方で，新規採用者数は減少傾向に

ある１）ことから，職員数（経験豊富な職員数）は減少

していると思われる． 
（１）の発注実績の分析によると，地方自治体にお

いては，自治体の人口規模によらず，発注金額が比較的

大きい工事が発注されており，発注件数の違いを考慮す

る必要があるものの，職員数の少ない自治体ほど職員へ

の負担が大きくなっている可能性があり，体制補完への

潜在的なニーズがある可能性がある． 

また，（２）のヒアリング調査によると，地方自治

体においては，近年，事業費の減少はあるものの，地元

企業受注機会確保のための分割発注により，工事件数の

減少はしておらず，業務内容も多様化していることが把

握された． 

つまり，一人あたりの工事発注件数は多くなってお

り，職員への負担が増加している． 



そのため，必要な打ち合わせや立会の不足，現場に

行く時間がないことによる工事の中断など，事業執行の

停滞を招いていると考えられる． 

さらに，業務量の増加や担当業務の多様化により，

現場に出られない，監督業務等を十分に出来ない結果，

技術力の低下を招いている可能性があり，経験職員の異

動や大量退職により，若手職員への技術の継承も困難と

なっていると考えられる． 

 職員の技術力の低下は，業務の効率性を損なうことに

つながり，その結果，業務に忙殺され，現場での立会不

足を招き，更なる技術力の低下という悪循環を生んでい

る可能性があり，結果として工事の品質低下につながる

危険性がある． 

地方自治体では，体制補完に対する潜在的な必要性

が高まっており，体制補完の方策を検討していく必要が

あると考えられる． 

 

３．地方自治体の体制補完の必要性に対するＣＭ方式の

効果ついて 

 
発注者の体制補完の方策として，資料作成等により

職員の補助的な役割を果たす発注者支援業務や，発注計

画，契約管理，施工監理，品質管理等のマネジメントの

一部を行うＣＭ方式が考えられる． 
地方自治体での事業執行体制上の課題は，多岐にわ

たっており，資料作成や成果品のチェックなど，従来の

発注者支援業務で補完可能なものもある． 
しかしながら，マネジメント技術が必要になるなど，

発注者支援業務では，補完できないものもあり，そのた

めの方策としてはＣＭ方式が考えられる．本章では，地

方自治体における，体制補完への潜在的な必要性を踏ま

え，ＣＭ方式適用事例に対し，その導入目的と効果を把

握するために4つの事例について，文献調査及びヒアリ

ング調査を行った． 
  

（１） 調査対象 
 調査対象は，都道府県（静岡県）と市町村（佐賀市・

豊田市・豊岡市）それぞれの事例を選定した．また，地

方自治体では，土木工事以外に建築工事が多いため，土

木工事（豊田市・静岡県・豊岡市）と建築工事（佐賀

市）それぞれの事例を選定した． 

 
（２） 導入目的  
４事例中，３事例が発注経験の無い工種や新工法を

用いた事業であり，技術力の補完や人員不足の補完が主

な目的となっている．つまり，前章において把握された，

地方自治体で期待する体制補完が主な目的となっている． 
 また，佐賀市の事例においては，主にコスト縮減を目

的としている． 

 
（３） 業務範囲 
豊田市と静岡県の事例では，発注者や施工者に対す

る技術的アドバイスが基本となっている． 
佐賀市・豊岡市・静岡県の事例では，施工者に直接

指示を行うことは無いが，豊岡市の事例では，ＣＭＲが

判断を行い，施工者に直接指示を行っている． 
また，佐賀市の事例では，施工業者選定，ＣＭＲ自

身のＶＥ提案およびＣＭＲを含めた各プレイヤーのＶＥ

提案のとりまとめが主な業務内容となっており，他の３

事例とは業務の性質が異なっている． 

 
（４） 導入効果 

 ＣＭ方式の導入効果としてあげられた主なものは，表

－２のとおりである． 
４事例とも，ＣＭ方式の導入により，当初の目的を

概ね達成できていると考えられる． 
 また，ＣＭ方式の導入により，発注者だけではなく，

施工者や設計者もメリットを感じていることがわかった． 
 今回の調査は，事例数が限られており，また，ＣＭ方

式の導入時期や設定する業務範囲の違いはあるものの，

ＣＭ方式を導入することにより，以下の様な効果がある

ことが把握できた． 
・技術力の補完 
・各種問題への迅速な対応 
・コスト縮減や追加費用の抑制 
・工期短縮 
・工事の品質確保 

 
４．まとめ 

 
今回の調査により，地方自治体においては，職員

数・職員の技術力ともに厳しい状況であることが改めて

確認された． 

また，きめ細かな市民サービスや，昨今の財政状況

による更なるコスト縮減，工事の品質確保等，職員に求

められている業務内容も多様化しており，発注者の体制

を補完することは重要である． 
第二回ＣＭ方式活用協議会においても，地方自治体が

ＣＭ方式に期待する効果として，「大規模事業における

経験不足の補完」「設計図書のチェック等の技術面での

体制補完」「コストダウン」「価格の妥当性のチェッ

ク」などがあげられている３）． 
今回の事例調査により，ＣＭ方式は，発注者の体制補

完やコスト縮減等，地方自治体の発注者が期待する効果

をあげる有効な一方策であることが明らかとなった． 
今後更なる検証が必要であるが，ヒアリングより明ら



かになった，技術力不足が技術者数不足に起因している

可能性を考慮すると，ＣＭ方式を導入することで，他現

場にかけられる時間が確保され，技術力の低下を防止す

る効果もあることが推察される． 
一方で，体制補完を行う上であげられた，ＣＭ方式

等の導入に伴う職員の不要論の発生や能力低下を危惧す

る意見や，費用対効果や優位性が不明確であること，予

算確保と議会への説明が困難などの指摘があがっており，

体制補完を行う上で解決すべき課題も多い． 

発注者の体制補完のあり方を今後検討していく必要

がある． 
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表－２ ＣＭ方式の導入目的と効果 

背景・目的

発注者が
感じた効果

ＣＭＲ
施工者
設計者が
感じた効果

【施工者からの主な意見】
・協議事項が発生した場合、CMR
を経由していたがレスポンスが遅
いなどの不都合はなかった。
・ほぼ全ての下請負業者及び金
額があらかじめ決定しているため
経費の計算が出来る。
・公共工事において自社にて変更
提案（VE提案）ができること。

【ＣＭＲからの主な意見】
・CMRのリスクマネジメントにより、
事業の追加費用の削減と設計変
更手続きの事前準備による発注
者の負担軽減となる。
・事業費の縮減を図ることができ
る。
・発注者が次のステップに進み
やすいよう資料を作成すること
で、従来よりも協議がスムーズに
進むと考えられる。
・施工者は、特定の専門技術は
非常に高いが、専門以外の問題
解決ができないため、CMRの技
術力を付加することで物事を早く
進めることができる。
・発注者は、新たな知見を得るこ
とができるため、技術力向上につ
ながる。

【施工者からの主な意見】
・施工者からの質問等があった場
合、CMRが発注者に対して分かり
やすい説明・資料作成するため、
発注者側のメリットはある。

【ＣＭＲからの主な意見】
・ＣＭＲの人的・技術的支援によっ
て、監督職員の負担を軽減しつ
つ、円滑な工事進捗を実現できる
と考える。

【施工者からの主な意見】
・施工時のトラブルなどに際し
て、総合的な専門技術にもとづい
たタイムリーで適切な判断の提示
により、工事の高い品質を確保で
きる。
・CMRの保有する高度な技術力
及びネットワークに接することが
でき、自社の技術力を向上させる
ことができる。

【CMRからの主な意見】

・今回の事例では、詳細設計開
始前のルートの見直しが大きなイ
ベントであり、予備設計の段階で
関与していれば、ルート変更に伴
う再調査、再設計、関係機関へ
の再説明が回避できたと考える。

【施工者からの主な意見】
・通常の工事に比べＣＭＲと業務
が分担できるため、現場に配置す
る職員数が削減できるなど、現場
管理費の軽減が図れる。

【設計者からの主な意見】
・設計・施工の専門家が２者入っ
て、相互提案、相互チェックをして
業務を遂行するため、技術面で
は相乗効果が得られる。
・設計・施工の詳細検討に必要
な事項の内容、検討期間等を正
確に把握しているため、工程管理
が適切で手戻りが少なく、検討に
使う時間が有効的に確保できる。

・所期の建設コスト縮減額（設計
金額に対して15%～20%の縮減）を
達成できた。
・多くのＶＥ提案を採用して契約工
期で完成できた。
・本案件の次の小学校改築工事
では、意匠設計は職員自ら行い、
本案件でのＶＥ提案を幅広く取り
入れた設計とした。設計図はＣＡ
Ｄデータとして保管してあるため、
ＶＥ提案を以降に活用することが
できる。
・具体的には、学校関係の工事発
注において、本案件でのＣＭ（Ｖ
Ｅ）実績による改善点を設計段階
から活用することで、設計段階で
10%程度のコスト縮減効果が現れ
ており、入札での縮減（落札率）を
あわせると本案件の低減と同等
程度の効果が現れている。

・当初の機械・電気の専門技術を
補完する目的は、十分に果たさ
れたと思っている。
・含水比の高い掘削残土への適
切なアドバイスにより、追加費用
が少なく済んだ。
・住民から振動に関するクレーム
があった際、CMRからのアドバイ
スに基づいて振動計による計測
により、住民への説明に有効で
あった。
・設計変更時に、CMRが事前に数
量チェックするため、発注者側に
作業が集中することがなかった。

・当該事業の主体である国土交
通省（沼津河川国道事務所）と技
術的な調整を積極的に行える。
・施工中に発生したトラブルへの
技術的助言があった。
・対外的（土木研究所）な技術支
援への調整があった。
・回転圧入鋼管杭の打止め管理
手法（案）の作成
・多工区の工事調整を総合的に
行い、ト－タル的な工期短縮や現
場の輻輳の緩和が可能となった。
・職員が判断しなければならない
技術的な事象に対して客観的な
アドバイスがあった。
・発注者支援（技術・時間・精神
的）があった。

・道路のルート（法線、縦断）変
更、構造物の変更など、設計段階
での提案により、工事費の縮減、
工期の短縮を図ることができたと
考えている。さらに、構想段階（概
略設計段階）から導入すれば、さ
らに効果があったのではと思う。

・財政難の中、耐震診断により改
築を必要とする学校施設が数多く
あったため、工事費の削減が必
要であった。
・設計業務を地元設計事務所に
発注し完了していたが、第３者に
よる設計内容の査定によって過
大設計などが存在しないかチェッ
クする方法を検討する中で、ＣＭ
方式の存在を知り第３者チェック
とは異なる方法であるが求めるも
のが似ていることから採用を検討
した。

・ニューマチックケーソン工法によ
る雨水調整池の経験を有する技
術者がいなかった。
・土木のほかに建築・機械・電気
設備の複数工種による工事であ
り、これらを監督する能力を有す
る技術者がいなかった。

・橋梁完成までの工期が短期間
であり多数の工事が輻輳し工程
調整等が難しかった。
・23径間連続橋かつ回転圧入鋼
管杭を採用しており諸問題が発
生することが想定され、高度な技
術や知識、豊富な経験等が必要
であった。
・地下水や軟弱地盤、近接市街
地といった条件下にあり、問題が
発生した場合に即座のアドバイス
が必要であった。

・トンネル工事を経験した技術者
がいなかった。
・現場付近にクマタカが生息して
おり、高度な環境保全技術が求
められた。
・起債事業であり、コストアップさ
せずに5年間で完成させる必要が
あった。

佐賀市 豊田市 静岡県 豊岡市


